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大阪府立鶴見商業高等学校ＰＴＡ規約 

 

第 １ 章  名    称 

 

第１条 一、この会は、大阪府立鶴見商業高等学校ＰＴＡと称する。 

    二、この会は、事務所を大阪府立鶴見商業高等学校内に置く。 

 

 

第 ２ 章  目    的 

 

第２条 この会は、保護者と教職員とが協力して家庭と学校と社会における生徒の幸福な成長

を図り、本校教育活動の円滑な運営に協力することを目的とする。 

 

第３条 この会は、前条の目的を遂げるために次の活動をする。 

一、教育水準を高めるために魁夷の成人教育を盛んにする。 

二、家庭と学校との緊密な連絡によって生徒の保護育成をする。 

三、家庭と学校と社会における教育的環境を良くする。 

四、本校生徒を対象とした社会教育的事業を行う。 

五、学校に対する公費の確保に協力する。 

六、学校教育の振興に協力する。 

七、人権教育の推進に協力する。 

 

 

第 ３ 章  方    針 

 

第４条 この会は、教育を本誌とする民主団体として次の方針に従って活動する。 

   一、生徒の教育並びに福祉のために活動する他の社会教育関係団体および機関と協力す

る。 

   二、特定の政党や宗教に偏ることなく、また、営利を目的とするような行為は行わな

い。 

   三、この会は、自主独立のものであって、他のいかなる団体からの支配、統制または干

渉を受けない。 

   四、この会またはこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。 

    五、学校の教育方針および人事ならびに管理には干渉しない。 

 

 

第 ４ 章  会    員 

 

第５条 この会の会員となることのできるのは、次のとおりである。 

一、本校に在籍する生徒の保護者 
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二、本校に在籍する教職員 

 

第６条 この会の会員は、すべて会費を納める義務を有する。 

 

 

第 ５ 章  経    費 

 

第７条 この会の経費は、会費、事業収入および自発的な寄付金によって支弁する。 

 

第８条 この会の経理は、総会に於いて議決された予算に基づいて行われる。 

 

第９条 この会の資産は、すべて第２章にあげた以外の目的のために支出または使用してはな

らない。 

 

第１０条 会費は会員１人につき年額４，０００円とする。 

第１１条 この会の経理は、会計監査委員会の監査を受けて総会で承認された後、これを全会

員に報告しなければならない。 

第１２条 この会の会計年度は、毎年４月１日から始まり翌年３月３１日に終る。 

第１３条 この会の経理については、別に会計規定を定めることができる。 

 

 

第 ６ 章  役員とその選挙 

 

第１４条 この会の役員は、次のとおりである。 

一、１．会   長  １名   保 護 者 

  ２．副  会  長    １名   保 護 者 

  ３．書   記  ２名   保護者と教職員 

  ４．会   計  １名   保 護 者 

  二、役員は、他の役員または会計監査委員を兼ねることができない。 

 

第１５条 役員の任期は１年とする。ただし、同じ役員の職については１回に限り再任を妨げ

ない。 

 

第１６条 役員と会計監査委員長の選挙および就任は次のとおり行う。 

一、役員候補者指名委員会（以下「指名委員会」という）は７名の委員で構成し、次

の方法によって選出する。 

１．委員長は実行委員会の中から選出する。 

２．委員長は教職員の中から２名を委嘱する。 

二、指名委員は役員及び会計監査委員長の候補者になることはできない。 

三、指名委員会は、各役員別に候補者をあげ、役員選挙の少なくとも５日前までに全

会員に知らせる。 
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四、選挙を行う総会に於いて、一般会員から候補者の指名をなすことができる。 

五、候補者の指名は、指名委員会によってなされる場合も一般会員からなれる場合

も、その氏名を発表する前に候補者の同意を得なければならない。 

六、役員及び会計監査委員長は、４月の総会に於いて出席した会員の多数決で選挙さ

れる。 

七、役員は５月１日より就任する。 

 

第１７条 会長に欠員を生じたときは、副会長が昇格する。任期は前任者の残任期間とする。 

 

第１８条 会長以外の役員に欠員を生じたときは、実行委員会でこれを補充する。任期は前任

者の残任期間とする。 

 

 

第 ７ 章  役員の資格とその任務 

 

第１９条 この会の目的並びに方針について充分な理解をもっている会員で公選による公職者

でないものは、第６章の規定に従って役員に選挙されることができる。 

 

第２０条 会長は、次の職務を行う。 

    一、総会及び実行員会を組織し、会議の議長となることができる。 

    二、役員及び学校長の意見を聞いて、各常置委員会及び特別委員会（役員候補者指名

委員会を除く）の委員長、副委員長（若干名）を委嘱する。 

    三、上記のほかに会計監査委員会の副委員長（２名以内）及び会計補助員（教職員から

１名）を委嘱する。 

    四、各委員会に職責上出席して意見を述べることができる。ただし、役員候補者指名

委員会および会計監査委員会には原則としてこれを認めない。 

    五、この会を代表し、会務を統括すると共に、資産を管理する。 

 

第２１条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

第２２条 書記は次の職務を行う。 

    一、総会及び実行委員会の議事並びにこの会の活動に関する重要事項を記録する。 

    二、記録、通信、その他の書類を保管する。 

    三、会長の指示に従って、この会の庶務を行う。 

 

第２３条 会計は、次の職務を行う。 

    一、総会が決定した予算に基づいて、一切の会計事務を処理する。 

    二、予算の立案に協力する。 

    三、会計簿を保管し、いつでも会員の閲覧に共する。 

    四、会計監査を受けて会員に報告する。 

 



-4- 

 

 

第 ８ 章  会計監査委員会 

 

第２４条 この会の経理を監査するために、会計監査委員会を置く。会計監査委員会には委員

長の外、１名の委員を置く。 

 

第２５条 会計監査委員は、その年度の会計を監査し、年間１回以上全会員にその結果を報告

する。 

 

第２６条 会計監査委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

第２７条 会計監査委員長は役員会、実行委員会に出席して意見を述べることができる。 

 

 

第 ９ 章  総    会 

 

第２８条 総会は、全会員を以って構成されるこの会の最高決議機関である。総会の議長はそ

の都度選出する。 

 

第２９条 総会の定足数は全会員の５分の１とする。決議は出席者の過半数の同意を必要とす

る。 

 

第３０条 実行委員会が必要と認めたとき、または会員の５分の１以上の要求があるときは、

会長はいつでも臨時総会を招集しなければならない。 

 

第３１条 総会は、年１回以上開催する。 

 

第３２条 この会の年間事業計画及び予算の審議、決定並びに決算報告の承認は総会で行う。 

 

 

第 １０ 章  実行委員会 

 

第３３条 実行委員会は、この会の役員、各常置委員会の委員長、副委員長及び学校長並びに

ＰＴＡ関係教職員を以って構成され、会計監査委員長も出席する。 

 

第３４条 実行委員会の任務は次のとおりである。 

    一、実行委員会の議長はその都度選出する。 

    二、会長によって任命される委員会の委員を承認する。 

    三、各委員会によって立案された事業計画を審議検討する。 

    四、総会に提出する議案及び報告書を作成する。 

    五、必要があるときは特別委員会を設ける。 
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    六、その他規約並びに総会の決議に従ってこの会の事務を処理する。 

 

第３５条 実行委員会は原則毎月１回定例会を開催する。実行委員会の定足数は構成委員の２

分の１とし、決議は出席者の過半数の同意を必要とする。 

 

 

第 １１ 章  常置委員会 

 

第３６条 この会の活動の必要な事項について、調査、研究、立案するために次の常置委員会

を置く。 

     １．人権成人教育委員会 ２．広報委員会 ３．学年委員会 

 

第３７条 この会の特定の目的を遂行するために必要なときは、特別委員会を設けることがで

きる。特別委員会はその任務を終わるとともに自動的に解散する。 

     特別委員会の委員長は、必要な場合は実行委員会に出席して意見を述べることがで

きる。 

 

第３８条 各常置委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長の任期は１年とする。ただし再

任は妨げない。 

 

第３９条 人権成人教育委員会の任務は次のとおりである。 

    一、会員に対し成人教育の推進に努める。 

    二、地域の社会教育を盛んにすることに協力する。 

    三、会員の人権問題学習会の企画、立案、運営を行う。 

    四、日常的、継続的な人権啓発事業としての広報活動を行う。 

 

第４０条 広報委員会の任務は次のとおりである。 

    一、会員に対し情報を伝達する。 

    二、地域社会に対し、この会の認識と理解を深め、進んで協力を得るように努める。 

    三、この会と同じ目的を持つ団体または機関との連絡を図る。 

 

第４１条 学年委員会の任務は次のとおりである。 

    一、その学級の会員が会員としての義務と権利を全うするよう努める。 

    二、教育環境をよりよくなるよう努める。 

    三、教職員と保護者及び保護者相互の連絡と親睦を図る。 

    四、学年費会計の監査にあたる。 

 

第４２条 校長は各常置委員会または特別委員会に出席して意見を述べることができる。 

 

第４３条 各常置委員会及び特別委員会は、その事業計画について実行委員会にはからなけれ

ばならない。 
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第 １２ 章  改    正 

 

第４４条 この規約は、総会に於いて出席者の３分の２以上の賛成によって改正することがで

きる。ただし、改正案は総会の少なくとも５日以前にその内容を全会員に知らせてお

かなければならない。 

 

 

 

附        則 

           

本規則は平成２５年４月２７日改正、実施する。 

  令和３年５月１０日 一部改正、実施する。 

  令和４年６月 ４日 一部改正、実施する。 

  令和８年４月 １日 一部改正、実施する。 
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Ｐ Ｔ Ａ 慶 弔 内 規 

昭和３８年 ４月 １日制定 

昭和４３年 ４月 一部改訂 

昭和４６年１２月 一部改訂 

昭和５０年 ４月 １日改訂 

昭和５６年 ５月２９日改訂 

昭和６１年 ４月 １日改訂 

平成 ７年 ４月２７日改訂 

平成２５年 ４月２７日改訂 

令和 ３年 ５月１０日改訂 

 令和 ８年 ４月 １日改訂 

 

 

第１条 ＰＴＡが会員（会員である教職員を含む）及び教職員に対し慶弔または感謝の意を表

すはこの内規による。 

 

第２条 会員（生徒の保護者）が死亡した場合は、ご香料１０，０００円及び樒二対を贈る。 

 

第３条 会員の子（本校生徒）が死亡した場合は、ご香料１０，０００円及び樒二対を贈る。 

 

第４条 会員である教職員の弔事は次による。 

   １．本人死亡の場合は、ご香料１０，０００円及び樒二対を贈る。 

   ２．配偶者死亡の場合は、ご香料５，０００円及び樒二対を贈る。 

   ３．一親等の親族（同居の姻族も含む）の死亡の場合は、ご香料５，０００円を贈る 

   ４．配偶者の両親が死亡の場合は、ご香料５，０００円を贈る。 

 

第５条 会員である教職員が服務中死亡または負傷のため欠勤加療する場合、その他会長が必

要と認めたときは役員会にはかり、ご香料の増額や見舞金を協議し贈ることができる。 

 

第６条 会員である教職員の慶事は次により祝意を表する。 

   １．結婚 １０，０００円を贈る。 

   ２．出産  ５，０００円（ただし、 

第一子のみ）を贈る。 

 

第７条 １．会員（教職員を含む）が火災、天災、盗難等により相当程度の損害を受けた場合、

１０，０００円の見舞金を贈呈する。 

２．会長は前頁の見舞金によりがたいと認めた場合、役員会にはかり増額することが 

できる。 

３．被害が広地域にて会員の相当数が損害を受けた場合、会長は役員会にはかり、こ 

の条を適用しないことができる。 
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第８条 役員会が増額を決めた場合は、次の実行委員会に報告する。 

 

第９条 この規定によりがたい事例が発生した場合は、実行委員会にはかって定める。 

 

 

附      則 

   

この内規の改廃は実行委員会にはからなければならない。 

 

 

   （注）慶事及び弔事等の記名は学校名（大阪府立鶴見商業高等学校）ＰＴＡ名

（大阪府立鶴見商業高等学校ＰＴＡ）とする。 

なお、樒については、地域習慣等の理由により供えないこともできる 

こととする。 

 


